
 

 

 

 

令和８年度「西成区子ども体験活動企画実施業務」業務委託契約にかかる 

公募型企画競争方式（プロポーザル方式）による受託事業者の選定結果について 

 

 

1 案件名称 

西成区子ども体験活動企画実施業務 

契約期間：令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

2 選定した委託予定事業者 

名称：株式会社セリオ 

 

3 公募期間 

令和８年１月 22日から令和８年２月 25日 

 

4 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果 

（1）選定委員名簿（敬称略） 

 役職等 氏 名 

 大阪人間科学大学 

人間科学部子ども教育学科 准教授 
中村 かおり 

 大阪常磐会大学 

短期大学部乳幼児教育学科 講師 
佐藤 剛 

 大阪市教育委員会事務局 

キャリアコーディネーター 
澤田 和夫 

 

（2）選定会議（委員会）の開催日 

第 1回：令和７年 12月 23日～令和８年１月 14日 

    （書面開催） 

 第２回：令和８年３月６日 

 

（3）審査基準 

評価項目 採点基準 配点 

提案内容の有効性 

本業務の目的に沿った提案となっているか 10 

イベント実施内容について、創意工夫された提案となって

いるか 
25 

広報について、広く認知してもらい、多くの利用者につな

がるような手段や方法を提案しているか 
15 



 

 

提案内容の実現性 

提案内容を確実に実施するための適切な実施体制やスケ

ジュールを提案しているか、また提案者がその体制を構築

できる運営基盤、類似業務の実績を有しているか 

15 

経験や資格等を有し、本事業を的確に遂行できるスタッフ

を充てているか 
10 

安全・危機管理に配慮されており、そのための適切な体制

が計画された提案内容であるか、また個人情報の取り扱い

について、適切かつ安全に管理できる体制であるか 

10 

提案内容に対して費用及び積算根拠が妥当であるか 15 

合計  100 

 

（4）審査を行った事業者（五十音順） 

・株式会社イング 

・株式会社セリオ 

・株式会社タカショー 

・プレーパーク事業共同体 

（特定非営利活動法人こどもの里・特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構・ 

TEAM TO PLAY,TO LIVE・にしなり☆あそぼパーク Project）                             

全４事業者 

 

（5）審査の結果（選定委員の評価点の合計点） 

評価項目 Ａ事業者 Ｂ事業者 Ｃ事業者 Ｄ事業者 

提案内容の有効性 122 110 127 82 

提案内容の実現性 127 121 134 72 

合 計 249 231 261 154 

（審査を行った事業者は４事業者） 

 

（6）付帯意見 

・事業の実施にあたっては、西成区の特性や実情を十分に理解したうえで、区内

企業や団体、学校、子育て関連施設など地域にある社会資源を活用・連携し、

西成区の特性を踏まえたプログラムの実施に努められたい。 

・子どもを対象とする事業として、子どもの権利条約に関する研修を実施するな

ど、現場スタッフを含む関係者全員が子どもの権利について理解し、その意識

を持って子どもに接する体制づくりに取り組まれたい。 


